
 

平成２９年４月１日 

尾鷲建設事務所 

 

建設発生土の民間受入地の募集について 

 

１．募集の趣旨 

 尾鷲建設事務所で発注する公共工事に伴い発生する建設発生土について、

「建設発生土の民間受入地の公募要領」に基づき民間受入地を募集します。 

２．搬出する予定建設発生土の概要 

  別表のとおりです。 

  なお、今後、別表の内容について、必要に応じて更新（追加・変更・削除） 

します。また、別表以外に、今後、管内の災害等による復旧工事に伴う尾鷲 

建設事務所発注工事において、搬出土砂が発生する可能性がありますが、同 

様に追加します。 

３．応募要件 

（１）応募できる方 

ア 建設発生土を受け入れることができる土地を所有している方又は土地

を所有している方から受け入れについて同意を得ている使用者の方。 

イ 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない方。 

（２）土地の要件 

ア 所在地 

尾鷲市及び紀北町地内（尾鷲建設事務所管内）にある土地。 

イ 関係法令手続き 

建設発生土の受入時点において、受け入れに伴い必要な関係法令の手 

続きが完了している土地。 

 ・農地法（農地転用許可） 

 ・砂防法（砂防指定地内の作業許可） 

 ・都市計画法（開発許可） 

 ・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（急傾斜地崩壊危

険区域内の作業許可） 

 ・地すべり防止法（地すべり防止区域内の作業許可） 

 ・河川法（河川占用許可） 

 ・自然公園法（申請、届出等） 

 ・森林法（保安林内作業許可、林地開発許可、伐採届出書） 

 ・その他必要となる法令、条例等 

ウ 受入土量 

1,000ｍ３以上の建設発生土の受け入れが可能な土地。 



 

エ 搬入路 

受入地まで建設発生土の運搬車両（１０ｔ車）の搬入路が確保されて

いる土地。 

オ その他 

・申請者自らが所有しているか、または所有者が受け入れについて同意

した土地。 

・隣接する土地と境界等で問題が生じない土地。 

・暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者の所有

する土地でないこと。 

４．募集期間及び応募方法 

（１）募集期間 

平成 27年 8月 20日～平成 30年 3月 31日 

（２）応募方法 

次の書類を尾鷲建設事務所工事統括課まで、事前に連絡のうえ持参して

提出してください。 

ア 建設発生土受入地登録申請書（様式－１）、「建設発生土を受け入れ

るにあたっての承諾事項」（別紙）及び添付資料 

【添付資料】 

① 関係図面（位置図、平面図、縦断図、横断図、土砂等流出防止施設

の構造図等） 

② 受入地が判別できる写真 

③ 受入地への進入経路を示した図面 

④ 土地の権原を有することを証するもの（（土地登記簿等の写し）原

本確認が必要） 

⑤ 土地所有者の同意書（申請者と土地所有者が異なる場合） 

⑥ 申請者の本人確認できるもの（代理申請の場合）委任状と受任者の

本人確認できるもの（運転免許証の写し等） 

５．応募後の扱い 

（１）申請いただいた土地は審査のうえ、建設発生土の受入地の候補地として

適していると認められた場合は、「建設発生土受入地登録通知書」により

通知します。 

（２）登録有効期間は登録日より最長２年までとします。 

（３）登録された土地に、尾鷲建設事務所が発注する工事に伴い発生する建設

発生土を搬入する場合は、当該土地の申請者の方に「受け渡し通知書」に

より通知します。 

（４）審査等にあたっては、現地立会及びヒアリングを実施する場合がありま

す。 

 



 

６．その他の留意事項 

（１）建設発生土の搬入は、尾鷲建設事務所（公共工事の受注者）が行います。 

   ただし、建設発生土の搬出・搬入地については、原則として尾鷲建設事

務所管内の同一市町に限ります。 

（２）受入地登録を継続する場合や登録申請内容に変更が生じた場合は、「建

設発生土受入地登録｛継続・変更｝申請書（様式－４）」を尾鷲建設事務

所工事統括課まで、事前に連絡のうえ持参して提出してください。内容を

審査のうえ認められれば、登録内容の変更を行います。 

（３）受入地において廃棄物の不法投棄が確認された場合は、建設発生土の搬

入を中止し、関係機関に連絡します。 

（４）建設発生土の搬入が完了した場合は、申請者の方に「受け渡し完了通知

書」により通知します。 

（５）「建設発生土受入地登録通知書」が通知された場合でも、建設発生土の

搬入ができない場合もあります。 

（６）個別の建設発生土の土質については、事前に尾鷲建設事務所と申請者が

協議等を行い、受け入れの可否ついて決定します。 

   なお、受け入れが決定した後は、土質に大きな変更の無い限り、受け入

れ態勢の協力をお願いします。 

（７）以下の項目については申請者による対応をお願いします。 

・ 関係法令の手続き 

・ 隣接土地所有者との調整 

・ 周辺住民との調整 

・ 利害関係者等との調整 

（８）別紙「建設発生土を受け入れるにあたっての承諾事項」を確認のうえ、

厳守してください。 

 （９）建設発生土受入地の登録を削除したい場合は、「建設発生土受入地登録 

削除申請書（様式-７）」を尾鷲建設事務所工事統括課まで、事前に連 

絡のうえ持参して提出してください。 

７．問い合わせ及び提出先 

  「建設発生土の民間受入地の募集について」に関して、不明な点等があり 

ましたら以下の問合せ先までご相談ください。 

 

  三重県尾鷲建設事務所工事統括課 

ＴＥＬ 0597－23－3542 

ＦＡＸ 0597－23－2576 

 

 

 



 

（別表） 

                       

搬出する予定建設発生土の概要        平成２９年４月時点 

工 事 名 発生場所 予 定 発 生 土 量 

（ｍ３） 

おおよその土質 搬出予定時期 

県道長島港古里線

道路改良工事 

紀北町長島 ３０，０００ 礫質土・軟岩 平成 29 年 8 月～ 

平成 30年 3月 

県道矢口浦上里線

道路改良工事 

紀北町矢口浦 ２０，０００ 礫質土・軟岩 平成 29 年 8 月～ 

平成 30年 3月 

大 瀬 川 水 系   

オカ谷砂防工事 

紀北町三浦 ２，５００ 礫質土 平成 29 年 1 月～ 

平成 30年 3月 

二級河川赤羽川 

堆積土砂撤去 

紀北町志子～十須 ３０，０００ 礫質土 平成 29 年 4 月～ 

平成 30年 3月 

二級河川銚子川 

堆積土砂撤去 

紀北町便ノ山外 ４０，０００ 礫質土 平成 29 年 5 月～ 

平成 30年 3月 

二級河川矢ノ川 

堆積土砂撤去 

尾鷲市矢浜 ３０，０００ 礫質土 平成 29 年 5 月～ 

平成 30年 3月 

二級河川中川 

堆積土砂撤去 

尾鷲市中川 １２，０００ 礫質土 平成 29 年 5 月～ 

平成 30年 3月 

二級河川田海道川 

堆積土砂撤去 

尾鷲市九鬼町 ４，０００ 礫質土 平成 29 年 5 月～ 

平成 30年 3月 

二級河川元谷川 

堆積土砂撤去 

紀北町矢口浦 ３，０００ 礫質土 平成 29 年 5 月～ 

平成 30年 3月 

二級河川小名倉川 

堆積土砂撤去 

紀北町名倉 １，５００ 礫質土 平成 29 年 5 月～ 

平成 30年 3月 

 

＊あくまでも、現時点での予定であり、今後、上表の内容について、必要に応

じて更新（追加・変更・削除）します。 

また、上表以外に、今後、管内の災害等による復旧工事に伴う尾鷲建設事務 

所発注工事において、搬出土砂が発生する可能性がありますが、同様に追加し 

ます。 

 


